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平成25年10月31日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成26年度当初予算に関する重点施策につい

て

・フードビジネスプロジェクトの取組状況につ

いて

・宮崎県文化賞の受賞者について

・若山牧水賞の受賞者について

・平成26年度当初予算編成方針について

・南海トラフ巨大地震に伴う被害想定及び減災

計画について

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
舟 田 美揮子

（県民生活担当）

金 子 洋 士部参事兼総合政策課長

フードビジネス
井 手 義 哉

推 進 課 長

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

総務部

総 務 部 長 四 本 孝

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

総 務 部 次 長
成 合 修

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
日 隈 俊 郎

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 川 畠 達 朗

財 政 課 長 福 田 直

税 務 課 長 鶴 田 安 彦

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

では、ただいまから総務政策常○内村委員長

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○内村委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

平成25年10月31日(木)
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午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○内村委員長

それでは、報告事項の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

おはようございます。総○土持総合政策部長

合政策部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、今回、報告いたします内容につき

まして、御説明をいたします。

お手元にお配りしております「総務政策常任

」 、委員会資料 の表紙をめくっていただきまして

目次をごらんいただきたいと思います。

本日は 「その他の報告事項」が４件でござい、

ます。

１つ目は 「平成26年度当初予算に関する重点、

施策について」でございますが、先日発表いた

しました、当初予算編成方針における重点施策

の概要を報告をするものでございます。

２つ目が 「フードビジネスプロジェクトの取、

組状況について」でございます。

現在、取り組んでおります10のプロジェクト

について、具体的な取組と成果を御報告いたし

ます。

、 、「 」、 、また ３つ目は 宮崎県文化賞 ４つ目が

「若山牧水賞」に関しまして、それぞれの受賞

者について、報告をするものでございます。

詳細につきましては、担当課長から説明をい

たさせますので、よろしくお願いいたします。

なお、先般御報告をいたしておりました2015

年第７回太平洋・島サミットの誘致につきまし

ては、残念ながら国の高度な判断のもとに、福

島県に決定をされたところでございます。

しかしながら、これまでの誘致活動におきま

、 、して 本県の開催実績とか能力につきましては

国から高い評価をいただいたところでございま

す。

今後、それらに磨きをかけまして、新たな国

際会議の誘致等に全力を傾けてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解と御支援

のほどをよろしくお願いをいたします。

私からは以上でございます。

それでは、委員会資料１○金子総合政策課長

ページでございます。

「 」 。平成26年度における重点施策 であります

これは 先ほど部長からありましたとおり 10、 、

月18日に来年度の当初予算編成方針というのが

決定されまして、その中に位置づけられた重点

施策ということでございます。これにつきまし

ては、財政課のほうと私どもの課のほうで調整

をしたものでございまして、方針全体について

は、この後の総務部の委員会で御説明があるか

と思いますが、私は、この重点施策の部分に限

りまして御説明をさせていただきたいと思いま

す。

冒頭に書いておりますとおり 「未来みやざき、

創造プラン（アクションプラン 」の総仕上げ、）

４年目ということになります。そういう位置づ

、 、けになりまして 人づくりの観点も加えながら

本年度から基軸にしております「復興から新た

な成長に向けた基本方針」に基づきまして、成

長産業の育成等に引き続き推進していくという

ことでございます。

その次のパラグラフでございますが 「具体的、

には」というふうにございます。

そこで 2020年のオリンピック・パラリンピッ、

ク東京大会に向けた「みやざき東京五輪おもて

なしプロジェクト」も視野に入れつつ、３つの

柱という形で、重点的な措置を講じるという方

針が示されたところでございます。

平成25年10月31日(木)
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まず、１でございますが 「将来の発展と地域、

を支える人財づくり」であります。

今回、この「人財」づくりというのを１番目

に持ってきたところでございまして （１）にあ、

りますとおり、次世代の育成、あるいは（２）

「 」 、 、にあります産業の 人財 の育成 そして女性

高齢者というふうな形で、やはり知事の思いと

いたしまして、今後の困難を切り開く、やはり

未来に向けてやっていくべきことは人材づくり

という思いが出ておりまして、この１番目に掲

げられたところでございます。

それから、２でございますが、これは今年度

からの継続ということで、産業づくりでござい

ます。

やはり成長産業の育成加速化ということで、

来年度が２年目に当たります。これにつきまし

てはフードビジネスを初めといたしまして、関

連の分野の加速化を、またさらに進めてまいり

たいと思っております。

、（ ） 、 、それから ２ でありますけども 中小企業

それから農林水産業、さまざまな上げ潮の状況

、 、にはありますけれども やはり地方はなかなか

まだアベノミクスの効果が行き届いていないと

いうこともありますので、そういった意味で、

本県の大事な産業でありますこの分野について

生産性の向上等に向けた取り組みを進めていく

ということでございます。

それから （３）東九州の新時代を見据えた観、

光・交流の推進ということでございます。

御案内のとおり、いよいよ宮崎─延岡間とい

うのが 開通が迫っております またさらに 27、 。 、

年度は北九州までというようなことでありまし

て、やはり宮崎県への国内外の活力をどう取り

込むかということが大事な視点かと思っており

ます。

それで 「交通・物流ネットワークの充実」は、

もちろんでありますが 「アジア市場の開拓 、、 」

そして先ほどの太平洋・島サミットの関係もご

ざいますが、やはりＭＩＣＥというものを積極

的に誘致していこうと、あるいはオリンピック

を見据えたスポーツランドみやざき、そういっ

た形の一層の推進を図りたいというところでご

ざいます。

それから、３本目の柱といたしまして、安全

・安心で魅力ある地域づくりということでござ

いますが、南海トラフ関係を見据えました防災

・減災対策、それから（２）におきましては、

生涯健康づくりというところ 子育て こういっ、 、

た福祉分野についても力を入れてまいりたいと

思っています。

そして （３）が中山間地域等の地域の活性化、

というところでございます。

こういった中身につきまして、今各部各課で

新規予算の検討を進めているところでございま

す。

、 、参考までに その次のページでございますが

先ほど申しましたみやざき東京五輪おもてなし

プロジェクトの関係でございます。

これは市町村長会議の中で、知事から市町村

長に対しまして提案といいましょうか、これが

たたき台という形でお示ししたものでございま

す。

上のほうに年表がありますが、これから７年

間、まだありますけれども、さまざまなみやざ

き東京五輪に向けたおもてなしの環境を県、市

町村、民間、一体となって進めていこうという

形であります。

今のところ５つの柱を真ん中に掲げておりま

す。こういったのを一つの、まだアイデア段階

でございます。これを市町村、あるいは民間の
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、 、 、方々とも 意見等を求めながら 県全体として

宮崎県のおもてなし環境をつくり、ひいては宮

崎県の地域の もう一回磨き上げというんでしょ、

うか、そういった形で、世界に向けてのＭＩＹ

ＡＺＡＫＩを強くアピールしていきたいという

ことで考えているところでございます。

先ほどの重点施策につきましては、これを意

識した取り組みというのも、全体的に３本の柱

にかかっていくというのが今回の趣旨というこ

とでございます。

私からの説明は以上でございます。

フードビジネ○井手フードビジネス推進課長

ス推進課から、フードビジネスプロジェクトの

取組状況について説明させていただきます。

委員会資料の３ページをお願いいたします。

取組状況につきましては、前回の常任委員会

でも、ちょっと雑駁に御説明したところなんで

すが、駆け足だったために、もう一回ちょっと

やらせていただこうと思っております。

今回の資料につきましては、各プロジェクト

のテーマごとに主な取組状況につきまして、生

産、加工、販売の３つの領域の観点からまとめ

たものでございます。

まず （１）拡大プロジェクトの①宮崎の食肉、

でございます。

この項目は、宮崎牛を初め、県産の豚・鶏肉

の知名度の向上、販売力強化、消費拡大等に取

り組んでいるところでありまして、生産の分野

でありますと、ミヤチク御池農場の整備により

ます豚出荷頭数の増加でありますとか、地頭鶏

の新たな生産体制の構築、また加工の分野であ

りますと、食肉センター10カ所におきまして実

態調査と今後の展開等について調査をしたとこ

ろであります。また、加工商品の新規開発の支

援等を行っております。

販売の分野におきましては、東京市場への生

体出荷の拡大でありますとか、国内外でのプロ

モーションに取り組んだところであります。

その次、２番目の宮崎の加工・業務用農水産

物でございます。

この項目は、冷凍野菜の需要拡大、もしくは

カット野菜・レトルト食品事業への対応、果実

加工品の販売拡大等に取り組んでおります。

生産の分野でございますと、加工・業務用の

野菜につきまして、モデル輪作体制の実証試験

でありますとか、省力・低コストの機械の導入

等、生産組織の育成をやっているところでござ

います。

また、日向夏の夏季の出荷でありますとか、

加工の分野でありますと、冷凍ミックス野菜の

詰め合わせ商品の開発、また販売の面におきま

しては、県産の魚のレベルアップ検討委員会等

の設置に取り組んでいるところでございます。

③の宮崎の焼酎でございます。

販路の拡大のほか、原料確保のための産地と

の調整に取り組んでいるところでありまして、

焼酎メーカーとの意見交換でありますとか、宮

崎焼酎フェアの開催等を取り組んでいくところ

であります。

次に （２）挑戦プロジェクトでございます。、

その①連携と参入による産地力の強化でござ

います。

これは、企業の農業参入等を進めるプロジェ

クトでございまして、参入情報の収集や受け皿

づくりなどに取り組んでおります。

成果としましては、生産のところに書いてお

りますが、ひむか野菜光房、日向中島鉄工所と

日之出酸素、また農業生産者による共同のレタ

スの生産工場でありますが、これの展開であり

ますとか、ローソンファーム、ＪＲ九州グルー
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プのピーマンファーム等がございます。

また、今後の誘致に向けまして、庁内部局連

携して企業の情報の収集、もしくは農業参入の

。誘致活動に取り組んでいるところでございます

めくっていただきまして、４ページ目にござ

います②のフードビジネスを広げる加工・製造

でございます。

このプロジェクトにおきましては、食品製造

業の拡大、またオープンラボの整備を視野に入

れました食品開発や、もしくは食品の製造分野

の加工技術の向上に取り組んでいるところであ

ります。

まず、加工の分野としまして 「発展型食品産、

業振興事業」でありますとか、ファンドの事業

等を使いまして、新商品の開発、もしくは市場

開拓を支援しているところであります。

また、販売のほうでありますと、宮崎空港ビ

ルのチャレンジショップ、またアグリフードＥ

ＸＰＯ2013という全国的な展示会の出展、商談

。会の出展等を支援しているところでございます

次の③効率的な物流や多様な販売ルート、海

外輸出拡大でございますが、これは先般の香港

事務所の開設、また同時に行いました知事セー

ルスプロモーション、あと今後、楽天と連携し

たネットビジネスの勉強会等を開きます。食品

関連産業等を含みまして、取引情報の分析等も

行っているところでございまして、民間の専門

家との意見交換等を随時行っているところでご

ざいます。

④の「食」による誘客と地産地消の拡大でご

ざいますが、これにつきましては、来月11月開

催予定でありますが、宮崎に本県出身の在京の

有名シェフ等をお招きしまして、シェフサミッ

トなるもので、食の魅力づくりについてのイベ

ント的なことをやろうということで、今準備を

進めております。

また、先般、ホテル旅館と連携した宮崎牛の

すき焼きのレシピ開発ということで、宮崎牛の

新たな食べ方等の提案等を行っているところで

ございます。

次の（３）イノベーションプロジェクトでご

ざいますが、これは食の安全・安心・健康とい

う面からの本県への付加価値の向上であります

とか、また県産のキャビア、ＩＣＴの活用など

に取り組んでいるところでございまして、食の

安全・安心・健康「日本一」のみやざきづくり

におきましては、今申し上げましたような食の

安全・安心の面からの研究・分析体制の強化で

ありますとか、また新たなブランド認証という

形で、ピーマンにつきましては、健康に着目し

たブランド商品として認証をしたところでござ

います。

また、キャビアにつきましては、11月に県産

キャビアの販売を開始するということで、記念

。のレセプションを東京で行う予定でございます

③の新技術による先進的な生産・製造という

のは、ＩＣＴということで、ＩＣＴシステムを

利用した圃場管理システムでありますとか、木

質バイオマスの暖房機の普及に取り組んでおり

ます。

５ページでございますが、今までの10のテー

マを支えるための基盤の整備ということで、外

部人材の活用、人材育成・研究機能の強化、ま

た情報収集・発信、機運の醸成、体制整備に取

り組んできているところであります。

一番大きいものとしましては、外部人材の活

用のところに書いておりますが、先般御報告し

ました戦略産業雇用創造プロジェクトを活用し

ました外部人材の活用・確保に、今ちょうど公

募等をやっているところでございます。
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あと、人材育成・研究機能強化は、再掲にな

りますけども、先ほど申し上げました安全・安

心・健康に関する研究・分析体制の強化であり

ますとか、フードオープンラボの建設に着工し

ているところであります。

、 、あと 情報収集・発信の分野でございますが

仮称でございますけど、今月中にフードビジネ

ス相談センターということで、産業振興機構の

、ほうにお願いをしまして設置をしていく予定で

今準備を進めております。

また 「フードビジネスかわらばん」というこ、

とで、我々、このフードビジネスの振興に関す

る取り組み状況をまとめたＰＲ誌を、今まで２

回発行しております。今後も随時発行していく

予定でございます。

その次の３番目、地域・市町村における取組

ということで、県内７地域の地域ネットワーク

会議、ワーキングチームを結成しまして、地域

別のテーマを検討しております。それぞれ中部

地区から西臼杵地区まで、こういうテーマで取

り組んでいるところでございます。

この中で西諸県地区につきまして、まだテー

マが完全に決まっていないと。これは西諸のほ

うで、十分議論をしながら進めていきたいと。

いろいろテーマがあって、どれを優先的にやっ

ていくかということを、今みんなで詰めて議論

をしたいということですので、まだ決まってい

ないという状況だそうでございます。

あと、市町村・地域における個別の取組につ

いての支援や情報の共有化についても、情報共

有に努力をしているところでございます。

この今まで申し上げた中身につきましては、

別途Ａ３の資料をお配りしております。また、

後ほどごらんいただければと思っております。

、 。最後になりますが ６ページ目でございます

今後、年次別推進の考え方につきまして、改

めて整理をいたしまして、説明させていただき

たいと思います。

。28年度までを４つの軸で整理をいたしました

。この矢印で示しているところなんですけれども

まず、一番上のフードビジネスプロジェクト

の進め方でございますが、今年度プロジェクト

を設定しまして体制を構築し、今申し上げたよ

。うな取り組みを進めているところでございます

もちろん、ここにつきましては関係団体や企

業との連携が一番重要で、その連携のために今

、いろいろ取り組んでいるところでございますが

その成果等を来年度見ながら分析・検証しまし

て、さらに短期的に取り組むもの、中長期的に

取り組むものに分けまして、それぞれ短期的な

取り組みにつきましては、目標の設定等をしっ

かりしていこうと考えております。さまざまな

分野を取り組んでおりますので、優先順位、重

点的な品目、ターゲット等を決めて設定をして

いきたいと考えております。

、 、 、順次 27年度においても検証しつつ 28年度

その先の目指す姿としまして、雇用の創出、農

業所得の向上につながるように、しっかりと進

行管理をしていきたいと考えております。

あと、下の３つの矢印、推進基盤の整備、外

部人材の確保、人材育成プログラムの検討でご

、 、ざいますが このそれぞれの軸につきましては

上のフードビジネスプロジェクトを進める上で

基盤となるものでございますので、それぞれプ

ロジェクトの進め方に応じて段階的に進めてま

いりたいと思っております。特に、今後の宮崎

県の将来、産業振興を持続的にするものという

形で基盤の整備、もしくは人材の育成に取り組

んでいきたいと考えております。

フードビジネス課からは以上でございます。
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私からは、２点○菓子野文化文教・国際課長

報告をさせていただきます。

「総務政策常任委員会資料」の７ページをご

らんいただきたいと思います。

初めに、宮崎県文化賞についてであります。

県文化賞は、昭和25年に創設されたものでご

ざいまして、今年で64回目になります。

受賞者は今回の３名を加えまして、288名と１

団体となります。

今年度の受賞者ですが、芸術部門で美術家の

黒木重雄さん、同じく芸術部門で画家でイラス

トレーターの生賴範義さん、文化功労部門で宮

崎大学名誉教授の上野登さんであります。

３の授賞理由でございますけども、黒木さん

が、絵画と版画の両部門において国内外で高い

評価を受けられていること、生賴さんが、イラ

ストレーターとして宮崎から「スター・ウォー

ズ」などの映画ポスターなどを発信し続け国内

、 、外から高い評価を受けていること 上野さんが

綾ユネスコエコパーク登録など長年にわたる自

然保護、環境問題に係る活動等が、それぞれ評

価されたものであります。

授賞式は、４にありますとおり、来週11月６

日水曜日に、県庁講堂で行うこととしておりま

す。

次に、８ページをごらんいただきたいと思い

ます。

若山牧水賞についてでございます。

若山牧水賞は、平成７年に創設されておりま

して、本年度が18回となります。

、 、 、今回の受賞者は 晋樹隆彦さん 受賞作品は

「浸蝕」であります。

今回の授賞で、受賞者は、累計で21名となり

ます。

３には、若山牧水賞の概要を記載しておりま

す。

４の今後の予定でございますけれども、来年

の２月12日から13日にかけまして、授賞式及び

受賞祝賀会、受賞者による学校訪問、延岡市で

の記念講演会を予定しております。

なお、９ページに 「浸蝕」におさめられまし、

。た普樹氏の代表的な短歌十首を掲げております

説明は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○内村委員長

質疑はありませんか。

最初の当初予算の重点施策で説明○十屋委員

がありました、さきに書かれている「人財」づ

くりというところで知事の思いということを

おっしゃられたんですけど、この知事の思いの

人財づくりというのを改めて出された思いはど

ういうものか。

ことしが、ちょうど置○金子総合政策課長

県130年ということで、６月１日に記念式典があ

りましたけれども、あそこの中でも、知事がプ

レゼンテーションをやった中で、130年の歴史を

振り返ったときに、やっぱり宮崎県ではさまざ

。 、まな先進的な取り組みをやっていると 例えば

フォレストピア学びの森学校でありますとか、

あるいはリゾート指定でありますとか、さまざ

まな先進的な取り組み、それから農業の分野で

防災営農という台風を克服する、ああいう大規

模な産地構造転換、そういったのを例に出しな

がら言われたんですが。川越進翁が宮崎県の再

配置ということで御尽力されたんですが、その

後につきましても、しっかり後生の者が受け継

いで、さまざまな困難を克服してきたと。やは

り、県づくりのベースは人だというふうなこと

を宣言されたところでありまして、あの中でも

聴衆の皆様方に 「官民挙げて人財づくりに取り、

組んでいきたい」ということを宣言されたとこ
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ろでございます。

そういったのがベースにあったところであり

まして、あのときは高校生の発表もあったんで

すが、しっかりグローバルな視点を持った次世

代育成ということの提案等もあったところであ

りまして、やはりそこを重く受けとめておられ

るようなところがございます。次世代、それか

ら宮崎県の一番大事な産業人財をどう担ってい

くかということ。そして、だんだん人口減少、

生産年齢人口が減少していく中にあって、やっ

ぱり女性・高齢者をしっかり参画させていくと

いう形で、いわば県民総力戦という形で、未来

の県づくりを「置県百年の計」をもって取り組

んでいくというようなこともおっしゃいました

ので、そこらを来年度の予算において、しっか

り、強く打ち出していくというんでしょうか、

そういったことをしっかり考えるということで

指示がおりたところでございます。

となってくると、当然、先ほど説○十屋委員

明があったように、財政課との調整も終わった

ということですから、この３項目に関しての予

算的な配分で 後ほど説明があるかもしれま─

せんけれども 特別予算的にふやしたとか、─

何かそういうところはあるんですか。

まだ予算編成作業は、こ○金子総合政策課長

れからスタートということでございまして、方

針の中にも重点施策等を踏まえた特別枠の設置

の検討というようなことが総務部のほうから出

されておりまして、特別枠を最終的につくるか

どうかについては、今後の予算編成作業の中で

決定されていくかと思いますけども、この重点

施策を十分踏まえつつ、それらの検討はなされ

ていって、最終的な予算の姿に仕上がっていく

というふうに見ているところでございます。

担当課とすると、今言った特別枠○十屋委員

は、ぜひつくらなきゃおかしいですよね。こう

いうことを打ち出していくのであれば、そこを

強く、やはり知事の思いを出すのであれば、そ

こをきちっと、議論する云々ではなくて、方向

性を出したのであれば、トップダウンでも構い

ませんので、その部分は、きちんとこういうこ

とをやるんだという意思を予算という形で見せ

ていかないと、何か全部、また去年と同じよう

な予算の組み方でなってくると、変わってない

よねという評価になっていくので、そのあたり

はどんなお考えですか。

御指摘のとおりでござい○金子総合政策課長

まして。ただ、方針をつくったから終わりとい

うことではありませんで、当然私どもの役割と

、 、いたしましても 総合政策を担っている以上は

さまざまな人づくりのこういう分野があります

ので、全庁的にきちんと目くばせしながら、そ

して総務部とも十分に折衝してまいって、最終

的にこれまでと違うというんでしょうか、これ

までにない取り組みとか、きちんと仕上がって

いくように、私どもも一生懸命汗をかきたいと

思っております。

最後に、ちょっと具体的な話で、○十屋委員

この横長のおもてなしプロジェクトの中で 2016、

年（平成28年度 、国体の九州のブロック大会を）

やるということだったですが、たまたま図師議

員もいらっしゃいますし、私もおりますし、国

体の質問をしたときには、こういうことが一切

出なかったんですよ。これで、年度の開催とか

何とかという中で、議会がこの前終わったばか

りですから、こういうのを明確に打ち出してく

るというのは、その下地があったということで

理解していいですか。

これにつきましては、ブ○金子総合政策課長

ロック大会が回ってくると、あくまでもその予
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定ということで掲げてありまして、これをやる

ことが正式に決定しているわけではないんです

が、今回、各県ごとの大会ではなく、 南九州と※

北部九州に分けて何かやる形に変更されるとい

─うことでありますので、これが具体的に

ちょっとお待ちください。

申しわけないけど 「開催」と書い○十屋委員 、

てあるので、開催予定とならわかるんだけど、

ここに、もう「開催」と書いてあるから、開催

だったら決定したのかなというふうに思ってた

んですよ。

失礼しました。28年度、○金子総合政策課長

九州予選は本県で開催されることが決まってい

るそうでございます。

決まってる。○十屋委員

はい。失礼しました。○金子総合政策課長

なら、決まってるなら決まってる○十屋委員

んでいいんだけど。ちょうど図師議員が、いつ

本大会やるのという話になったときに、こうい

う部分のところが、もし決まっているのであれ

ば、ある程度オープンにして、市町村の南部、

北部に分かれてやるにしても、市町村との関係

、 。 、も出てくるので 答弁もあったように だから

そういうところはある程度明確にしてもいいん

じゃなかったのかなと、正直ちょっと今思いま

した。

国体○永山総合政策部次長（政策推進担当）

について、本県２回目の開催について当然視野

に入れながら、いつなのかということを関係機

関とも調整をしなければならない時期に来てい

るということの認識はございます。

答弁の中で、この九州ブロックについて触れ

なかったということについては申しわけないと

いうふうに思いますけれども、議会で御質問い

ただいたように、国体をどうするのか、そのた

めの条件整備をどうしていくのかというのは、

単に教育委員会の問題だけではなくて、総合政

策部等もしっかり絡みながら、現実の問題とし

て捉えていくべきものだというふうには認識し

ております。

最後にしますけど。僕は時期は聞○十屋委員

かなかったんだけど、たまたま図師議員のほう

が時期を聞かれて、そして13年、14年後ぐらい

をめどにということで大きな話は出たんですけ

ど、その前段としていろいろなハード整備、人

材育成、そういうものも含めてやらなきゃいけ

ないですよねという議論を、私も含めてさせて

もらったので、こういうのが決まっているので

あれば、やっぱりあの場できちっとお答えいた

だくのが筋かなというふうに思いました。ここ

を見せていただいたときに、唐突的に出てきた

。 、感じがあったんですよ 今おっしゃったように

予定ではなくて、開催が決まっているというの

であれば、そういうふうに思いました。

よろしいですか。○内村委員長

ちょっと今のに関連して。僕は、○坂口委員

解釈違いかもわからんけど、この１ページ、こ

れは新たに加わる重点施策なのか、これが重点

施策全体なのか、そこはどんななんですか。こ

れまで取り組んできてる重点施策というのがあ

りますか。

これまでの継続という部○金子総合政策課長

、 、分では まず成長産業の育成というところでは

ことしが初年度ということで、これが２番の

（１）でございます。

それから、３番の（１）にあります防災・減

災、これも今年度の特別枠を講じた形でやって

きております。こういった部分は継続性の強い

部分でありますが、今回、この人財づくり全般

※17ページに訂正発言あり
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を一つの柱にしていくというところで新しい打

ち出しという部分であります。

それとか、２番の（３）にあります観光・交

流の部分も、昨年とは違う強い打ち出し方とい

。 、うふうなところでございます 大体ポイントは

そのようなところかと思っております。

地産地消への考え方、これまでの○坂口委員

取り組みと違うんだぞということをしきりに言

うんですよね これに対しての具体的なこういっ。

た施策として、これ重点的にやっていくんだと

いう、まず旗が上がっていないのと、これに関

、 、連する予算づけがないんですよ この３年間は

少なくとも。

でも、来年は、今の知事の１期目の最終年度

。 、ですよね ここらに対して地産地消というのは

重点施策として入ってこないのかどうなのか。

あれは選挙向けの単なる票を集める呼びかけだ

けだったのか、そこらはどんなにされるんです

か。これまでと、私の取り組む地産地消は違う

んだよということを、たびたび言われてきてる

んですよね。それを重点施策として取り上げな

いなら、あの発言は、やっぱり僕は撤回すべき

だと思うんですよ。

地産地消という言葉は、○金子総合政策課長

。確かにこの文言の中には入ってきておりません

、 、ただ フードビジネスを初めといたしまして

この成長産業の分野については、地産地消とい

う部分はしっかり書き込んでいるところであり

まして、それを踏まえた具体的な施策というの

は講じていくつもりであります。

地産地消関係につきましても、農政から、あ

るいは環境から 現在でもさまざまな事業をやっ、

ておるところでありますので、そこらについて

は継続的に当然やっていくというふうに思って

おります。

それは、今までずっとやってきて○坂口委員

る事業なんですよ。だけど、今度私がやるのは

違うよと言ったから、やっぱりその推進方向を

しっかり目指して、場合によっちゃ条例でもつ

くって、地産とは何ぞや、地消とは何ぞや、そ

の結果、県民に何をもたらすんだということを

整理して、やっぱり組織的に僕は取り組む必要

があると思うんです。今やっておられるいろん

な意味での地産地消というのは、これまでの従

来繰り返してきた、端的に言えば、単なる地産

地消という言葉の域を出ていないと思うんです

ね。本気で行政がそれに取り組むんだというも

のは、ないように思うんです。

ちょっと繰り返しになるけど、例えば、この

前の決算委員会での印刷というか、コピーの問

題でも出ましたよね。ああいったものをしっか

り位置づけてれば、県内の業者を育成するんだ

と、それにはこういうルールでやっていくんだ

とか、そういう方向を目指すんだというものを

何か整理すべきだと僕は思うんです。少なくと

も僕の感覚では、今までの地産地消と変わって

いないような。これはここまでで、もうやめま

すけど。

次に、資料の３ページですね。ここの６次産

業化での１次産業を何とかしてもうけさせてい

こう、元気づけていこうという、そのために６

次産業化を進めよう、フードビジネスを進めよ

うというやつですけど、こういった中での農家

が完結してる、自分ところで最終的な６次産業

化をやっていくんじゃなくて、連携をとらざる

を得ないものがあると思うんです。代表的なも

のは焼酎とかアルコールなんか、これは免許制

ですから、割り当て制ですから、農家がやろう

たってできないですよ。そこらでの、農家に利

益が戻る、還元の手法ですけど、価格決定だと
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でなくって、契約栽培での価格の決定というの

はどんなぐあいになされてるんですか。

基本的には相○井手フードビジネス推進課長

対取引なので、実際の市場の価格等は当然参考

にされると思いますけども、企業側と生産者側

との協議の中で決まっていっているというふう

に私どもは考えております。

それが実態だと思うんですね。○坂口委員

でも、６次産業化することで、農家に利益が

還元できるようにするんだという説明をしきり

にされてきてるわけです。それじゃ、例えば焼

酎が、日本一の企業も出た。やっぱり宮崎は焼

酎を徹底してやっていこうといったとき、焼酎

メーカーの利益がどう動いてきているのか、利

益が減少してきているのか拡大してきているの

か、それに比例してカライモ生産農家の所得が

上がってきているのかどうなってるのか。

それは価格決定ですよ。そこに行政が、どう

介入していくのかということですよ。農家に利

益が戻るように、それは責任を持って県がやる

というんだから。それじゃカライモを買おうっ

たって、宮崎だけが宮崎相手に商売してるわけ

じゃない。宮崎のカライモが鹿児島に出たり、

鹿児島県のがこちらに来たり。日本を代表する

ような焼酎メーカーというのは、大分、宮崎、

鹿児島に幾つかあるんですよね。ここらが価格

決定権を持ってると思うんです。そこらをどう

整理されるのか。宮崎の農家は、この県のフー

ドビジネス推進によって、よそのカライモ生産

農家よりよくなったよというものを、どう価格

決定の時点で構築されていくのかという、その

市場メカニズムの従来のあり方をどう変えてい

こうとされてるのか。本会議なり委員会なり、

これは何度も、たくさんの議員が今まで問いか

けてきてますよ。いろんな場で、そこですよ。

農家への価格○井手フードビジネス推進課長

決定権をいかに確保していくのか、要するに再

生産価格をいかに確保するのかということだろ

うと思います。

１点としましては、市場流通の間に入ってい

ます中卸等、この辺に落ちている利益をいかに

産地に誘導するかという部分を考えているとこ

ろもあります。それは流通、物流のところの分

野。

今、坂口委員がおっしゃった焼酎の分野、こ

こは相対の契約取引がほとんどなところでござ

いますので、これにつきましては今回の資料の

ほうでは書いておりませんけれども、実は生産

者とメーカーとの間に入りまして意見交換会を

やっております。特に本県は霧島さん等の大型

の焼酎メーカーさんがいらっしゃって、この辺

。が価格決定力が非常に強いところでございます

、 、 、ただ カンショの生産量も 昨年は不足ぎみ

ことしは少し余剰ぎみというところで、その生

産量も変わってきてると。この辺の中で行政が

入りまして、産地の方々の生産量の部分をどう

メーカーさんのほうに振り分けていくのか、も

しくはその価格のところで、どういうふうにメ

ーカーさんのほうから産地側に利益を引っ張り

出すのかというような意見交換をさせていただ

いているところでございます。

実際、それぞれが自分の利益、コストをでき

るだけ下げて利益を確保しようという中で動い

ていますので、それを簡単に何とかなるという

ふうには私も思っておりませんが、そこに行政

が入ることによって多少は動ける部分があるの

ではないかと、そこで努力をしてまいりたいと

思っております。

コスト縮減とか、それは当然です○坂口委員

平成25年10月31日(木)
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ね。そこで利益を少しでも高めようとか、特に

、 、技術あたりというのは それは当然なんだけど

生産者とメーカー側とが幾ら協議 芋だけ─

─じゃないんですよ。芋がわかりやすいから

、 、やっていったって それは宮崎でナンバーワン

ナンバーツーというか、大量に消費していくメ

ーカー、鹿児島で消費していくメーカー、そこ

らとの調整がないと、１社だけ、我が家が幾ら

で買うというわけにはいかない仕組みというも

のが、この焼酎メーカーの中にはあるんです。

鹿児島で買う芋の値段も宮崎も一緒なんです。

だから、そういったところをどうやって農家

に利益を還元させると、今までと違うんだよと

いうものを。今言われたのは、従来のあり方の

延長線上でしかあり得ないと。品薄、品過剰と

いうのは、これはそういったところを、また安

定的に安心なものを届けさせるという、生産の

信頼性というものを上げていく、高めていくと

いうことも行政とか生産者にかけられたものだ

けど、行政のお手伝いが要る分野だと。

ただ、一番肝心なのは、今までのような価格

の決定のあり方そのもの、契約価格の従来の価

格決定のあり方 これを変えていかないと やっ、 、

ぱり今までどおりですよと。フードビジネスを

やったって、それは企業は死に物狂いの努力を

して、全財産をかけて収益を追っていくわけで

すから、それを農家にいとも簡単には戻さない

ですよ。だから、そこのところをどう整理され

るんですかということですね。

本当○永山総合政策部次長（政策推進担当）

に難しい問題、これまでもいろいろ御質問もい

ただきましたし、さまざまな工夫をしてきまし

たけれども、今、解決策があるという状況では

ございません。御指摘のとおりでございます。

ただ、我々はフードビジネスをやる以上、農

業者側に利益ができるだけ行くようにというこ

とを基本理念として取り組みたいと思ってます

が、ある企業は、もう少し高くで買えますけれ

ども、その価格が一般化してしまうと、ほかの

焼酎メーカーは買えないと、経営を圧迫してし

まうというふうな問題もありますので、一朝一

夕にはいかないと思ってます。

ただ、今年度からやってる工夫、これは行政

がというわけではありません。企業側がこれま

では量で契約してたものを畑の面積で契約をす

るということによって、たくさんできた場合に

は農家にとって非常に大きな利益になるという

ふうな例もあるようでございまして、どのよう

な方法で農家にできるだけ還元できるのかとい

うのは、すぐ答えが出るわけではありませんけ

ども、行政としてはそのことをしっかり意識し

ながら、さまざまな方法で調整、あるいは意見

交換等も含めてやっていきたいというふうには

思っております。

物すごく難しいことだと思うんで○坂口委員

す。

でも 説明の中で とにかく農家の利益にフィ、 、

ードバックさせるんだということを言っておら

れるわけだから、今までの価格決定では簡単に

利益は戻らないよと。

、 、また 企業経営者は株主とか従業員に対して

自分ところで上げた利益は自分でしっかり分配

していく、社員なり株主に戻さなきゃいけない

という責任があるわけですから そこでもうかっ、

たから、あんたに還元するよといっても、簡単

にはいかないですよと、今後の検討課題として

ですね。

あと、同じ５ページですけど （３）の産業振、

、興機構に設置するフードビジネス相談センター

当然ここに相談員というのが、ここに駐在とい
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うか、ここで張りつけられることになると思う

んですね。そして、張りつけるんなら、その相

談員というのはどういった方。

今ちょうどそ○井手フードビジネス推進課長

の準備ということで、振興機構ともいろいろ協

議をしてるところでございまして。まず１点と

しまして、場所に関しましては、佐土原の工技

センターの中に振興機構がありますが、できれ

ば宮崎の交通利便性のいいところに設置ができ

ないかという場所の検討をしております。そう

なりますと、そこに誰かが常駐するのかどうか

という議論になってきまして 基本的には じゃ、 、

どういう人が常駐すればという話になるんです

が、１人で全てが答えられるようなコーディネ

ーター等はおりませんので、できるだけ事前に

相談受け付けをして、その分野で答えられるよ

うな人を予約制で、時間を設定して対応しよう

。 、かなというふうに考えております 基本的には

そういうやり方を考えております。

、 。○坂口委員 いや その人の資質の問題ですね

、 、どういう方を どういった経験を持ってるとか

どういうぐあいでその人材を確保して、人材と

言える条件は、どういう方をそこに置くんです

かということです。

現在、振興機○井手フードビジネス推進課長

構のほうでコーディネーター業務をされてる方

を中心に考えておりまして、デザインの分野で

ありますとか、新商品開発の分野、また販路、

もしくは生産管理を得意とする分野の方、四、

五名のコーディネーターの方を念頭に置いて調

整をしていこうと思っております。

最後に、もう一遍いいですか。最○坂口委員

後の、これは質疑というか直接的なことやない

けど、最後の９ページの１０の句の１番目、こ

れは何ら問題ないのかもわからんが テトラポッ、

トというのはメーカー名ですよね、会社の名前

ですよね。あれは消波ブロックとか異型ブロッ

クというんです。

だから、これを本当に文化賞の受賞対象とし

ていいのかどうか。少なくとも、そのときは、

これを広告に使っちゃだめですよというような

ことをテトラポットという会社に言っとかない

と、これは企業名だからです。みんな勘違いし

て、テトラポット、テトラポット。宮崎の海岸

は、そのメーカーのがいっぱい入ってるから言

うだけで、いろんなのがあるんですよ。あれは

異型ブロックとか消波ブロックというのが商品

名で。これはメーカー名ですね。ここはちょっ

と、やっぱり一考を要するんじゃないかという

気がするんですが、大したことでもないかもわ

からんし、大したことかもわからない。いいで

す。

いいですか。ほかにありません○内村委員長

か。

最初、十屋委員が言ってた「将来○井本委員

の発展と地域を支える人財づくり 、これを今度」

新しく加えたということで、これは本当私はい

いことじゃないかなと思うんです。それは、こ

のグローバリズムというのは何かというと、結

局 資本が利益を求めて あっちに行ったりこっ、 、

ちに行ったりする、そういう時代ですから。彼

らは、グローバリズムで金を持っとる連中とい

うのは、利益さえともかく出ればどこでも行く

という、なかったら、すぐ飛んでいくという、

そういうことでありますから、結局それに日本

の産業も全部引きずられているわけですよ。

ですから、今、日本の産業の中で人材づくり

というところに、はっきり言って全然力が入っ

、 、てないというか そこに力を注げないというか

研究部門とか人材、そういうところに実際なっ
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てますね。

だから、昔は大学を卒業した人間を、大学卒

、業しただけじゃ全然使い物にならんものだから

企業の中に入って、もう一回再教育しとったん

ですね。今の日本は、それが本当におろそかに

なっとるんですよ そういうときにあって じゃ。 、

どこが教育するのかということが本当に大切な

ときだと思うんですね。それをやっぱり行政が

、 、 、やるんだという このスタンスは 私は非常に

私もこれはやらないかんのじゃないかと思って

たんですよ。これを先に、前もって知事が、行

政が受け持ちましょうということは、本当に私

はすばらしいことじゃないかなと思ってるんで

すよ。

ただ、知事の切り口の中にそういう言葉がな

、 。かったのかなと思って その辺はどうなのかな

委員御指摘のとおり、本○金子総合政策課長

当に企業の持つ経営環境は変わって、人づくり

に専念する余裕がない。いわゆる即戦力が欲し

いという形で、やはりだんだん淘汰されていっ

て、若者の就職の場がなくなってくるという状

況になってきていますね。

だけど まず初等教育の段階から やはりしっ、 、

かりキャリア教育というんでしょうか こういっ、

、 、たのを見据えながら 最終的に職業という形に

その人の存在を見出していくようなきっかけづ

、くりというのは大事なことかと思っていますし

そしてやはりこれだけグローバル化が広がって

いる中にあっては、国際感覚もしっかり身につ

けさせたいということがありまして、この１の

（１）にありますとおり、まずそういった人材

を初等教育の段階からつくっていきたいという

のが一つあられるところであります。

それから、宮崎県だけで活躍する人材は、も

ちろんそうなんですが、それだけに限らず、宮

崎県でそういう教育を受けた人が国内外でも活

躍できる、社会貢献できる、そんな人材という

のも宮崎県初の「人財」という形で育てていき

たいというような思いも持たれているようであ

りまして、そういったものが具体的な施策とし

て、今後、形にできるように取り組んでまいり

たいと思っております。

キャリア教育という言葉が出たけ○井本委員

、 。ど キャリア教育だけに限定するということも

キャリア教育というのは、今すぐ役に立たない

かんという意味があるでしょ。やっぱり遠い将

来を見据えるという教育というのも、私は大切

だと思いますよ。そういう意味からも、私は人

。材育成ということを考えないかんのじゃないか

というのは、今すぐ役立つことは、今は企業

に引っ張られているんですよ。ではなくて、遠

い日本の将来、世界の将来をずっと見きわめる

ことのできるような人材を育てないかんのじゃ

ないのかなと私は思うんです。そこは、結局損

するのは、人材が一番損してしまうんですよ。

そういう身近なことばっかり、利益ばっかり追

求しとると。そして、結局最終的には、自分の

ところの首を絞めにゃいかんことになるんだけ

、 。れども もう欲に駆られてやっとるわけやから

だから、その辺を大きく見きわめる人材を育て

ないかんのじゃないかなと、私はそんな気がす

るんですよね。

今、ブラック企業というのがあるでしょ。あ

れは、役に立たんかったら、ぽっと捨ててしま

うと、そういう風潮ですよ。この前も日南とい

うところにみんなで視察に、自民党で行きまし

たけど。大企業から委託されて、あのときは車

でしたけど、日産の車。立派なのをモデルをつ

くって、それを日産に納めるという。じゃ、日

産の開発部門でそんなことをやっていないのか
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という。日産なんかは、そんなこともやってる

暇はない、研究開発部門はほかのところに外注

というようなこと、そういう時代になっとるん

ですね。だから、人材を育成するという手間の

かかる部分を、やっぱり行政が本当にやらない

かんのだろう。

こんな話は、私も若いころ、学生時代は世界

を放浪しとって、ブラジルで会った青年が、そ

れが三菱商事の人でした。そしたら、彼が、私

と年は余り変わらない、１つか２つか上。大学

出て、そして２年間、ブラジルに来とるという

わけですよ 何してるんですか そこでミッショ。 。

ンは２つだけだった。何か、現地の言葉を覚え

ること、もう一つは、そこの周囲の国を旅行し

て見て回れと。この２つを、２年間、ぶらぶら

されてるわけですよ。私は、大企業というのは

すごいな、人材のためにそんなことをやってつ

くるのかと思ってびっくりしましたけど。恐ら

くそういうあれは、三菱商事といえども、そう

いう余裕はもうなくなっとるだろうと思うんで

すね。

でも、人材はそう簡単に育たない。やっぱり

本当に行政あたりが気合いを込めてやらんと、

私はできんことじゃないかなと思うから、本当

にこれはいいことだなと思ったものですから。

以上であります。

予算編成とフードビジネスでお尋○鳥飼委員

ねしたいと思いますが。

まず、予算編成で、どの程度、総合政策部と

してはかかわっているのかということをお聞き

したいんです。

まず、この予算のスター○金子総合政策課長

トラインであります方針を決めるまでに、この

重点施策を中心にかかわっているところであり

ますし、途中途中、それから最終的な仕上げの

過程におきましても、当初の方針とのすり合わ

せという部分については総務部とも意見交換を

させていただく形で、最終的に県トータルとし

ての予算という形で仕上がっていくというふう

な流れになっております。

やはり、私が知事だとしたら、ど○鳥飼委員

れだけ宮崎のものを使うか。トヨタの車とか、

よそでつくってますけど、宮崎県産の自動車会

社があれば、それを使うということ。そういう

のが知事の仕事だろうと思いますし、総合政策

部の仕事でもないかなというふうに思います。

地域循環やら経済、それもこれでできますし、

先ほど出ましたけども、地産地消、出ていると

思うんですね。

ただ、私は、結局県の仕事というのは、県民

がどうやって生活ができていくのか、生活をし

ていけるか、暮らしていけるのか、飯を食って

いけるかという状況をつくることだろうと思っ

てるんですね。だから、大前提に、そこが来る

べきではないかな。それは、もう当然でしょう

と言われるかもしれないんですけども。いわゆ

、る予算編成を毎年つくっておるわけですけども

そういう議論がちょっと忘れられているところ

もあるんじゃないかなという気もしまして、そ

の辺いかがでしょうか。

それに関しましては、先○金子総合政策課長

ほども御指摘があったところでございます。や

はり、まず地元の消費というんですか、地元産

、品の消費ということは大事なことでありますし

またそれが公共調達で、やはり公が調達すると

いうことで、県産品を、まずはという形での取

。り組みというのは大事なことだと思っています

具体的にかけ声だけではなくて、この前も

ちょっと各部各課との調整もやったんですけど

も、今後の施策立案に当たって地産地消という
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観点を改めて入れていただくような形での働き

かけもしたところでありますけど、まだ今後、

後半におきましても、そのようなことは繰り返

しやっていきたいと思っております。

県民の皆さん方にも、それを理解○鳥飼委員

してもらうには県民運動にしていかないとでき

ないですよね。

ですから、県庁の中でそれが通用しても、県

民のところで通用しない。こっちのほうが安い

。からこっち買うわということになってしまって

そういう県民としての皆さん方の意識を変えて

いっていただくといいますか、そして宮崎県の

発展に向けて、県民が心を一つにしていくよう

な状況をどれだけつくり切れるかどうかだろう

と思いますので、ぜひ予算編成方針の中にも、

そういうものをうたっていただければというふ

うに思います。これ、総合政策部の仕事ではな

く総務部だけど、総合政策部はそれを引っ張っ

ていかにゃいかんということですね。

それから次ですが、フードビジネスプロジェ

クトのほうで、いろいろ説明いただきまして。

もう時間があれですから。結果が書いてあると

ころもあるんですよね。例えば、パンフレット

を2,000部つくったとか、それからこれは４ペー

ジ、横長ですが、真ん中ぐらいに宮崎空港ビル

におけるチャレンジショップの設置ということ

で １期では15企業が出展とか ２期では やっ、 、 、

ぱり15企業ということで書いてありますし、そ

ういうような具体的な数字というもの、そうい

うふうな成果というか実施結果が書いてあるん

ですよね。

要するにお聞きしたいのは、例えば１枚目の

宮崎牛のインターネット販売の実施ということ

で、28日から４月30日まで楽天で宮崎牛フェア

を実施ということで、これの成果はどうだった

んだろうかとか、その下の米国における宮崎牛

販売プロモーションの実施ということで、ニュ

ーヨークで４月、ハワイで９月まで、それから

ニューヨークで10月まで実施してるというよう

なことなんですが、その実績とか成果とか、ど

うだったんですかというのが、このＡ３の資料

中ではほとんど出てない。出てる部分も一部あ

るんですけども、それを書いていただいたほう

が、よりわかりやすくなるし、目標というもの

もはっきりしてくるんじゃないか。これは目標

だろうか、結果だろうかというふうに迷いが出

てきますので、そこら辺はちょっと工夫してい

ただいたほうがいいんじゃないかなと思うんで

すけども。

おっしゃると○井手フードビジネス推進課長

おり、できるだけ工夫をしていきたいと思いま

す。今お手元に差し上げてるこのＡ３の資料、

結果が書けるようなものについては、できるだ

け書いたつもりでございます。先ほどのインタ

ーネット販売でありますとかプロモーションの

結果、これはそこの部分での販売量というのは

出ないわけではないんですが、それがほかにも

波及してる部分もありますので、年間を通した

販売量等で、またお示しをしたいと思っており

ます。今後も成果については、わかりやすい資

料をつくっていきたいと思っております。

こういう資料は非常にわかりやす○鳥飼委員

くていいんですけども、じゃどうだったんです

かと、どういう実績のもとに、どうやって次に

踏み出すんですかということを、ひとつ工夫を

お願いしておきたいと思います。以上です。

ほかにありませんか。○内村委員長

フードビジネスについて、９月の○丸山委員

ときに雇用関係のプロジェクトの事業があると

いうことで、その説明会も多分行われたという
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ふうに思ってるんですが、それはどれくらいの

企業の方が来られたのか。かつ、まず公募も始

めているという状況じゃないかなと思ってるん

ですが、今の状況と、その審査する人たちをど

うするのかというのをちょっと教えていただく

とありがたいかなというふうに思ってるんです

けども。

説明会のほう○井手フードビジネス推進課長

は宮崎と延岡で同時開催をしまして、100を超え

る企業さんが説明会に来られました。現在、公

募をやっておりまして、実は本日までが締め切

りという状況で、昨日までの時点で、既に14企

業から応募があっております。問い合わせ等を

見ますと、本日中に２桁近いぐらい持ち込みが

ありそうな状況で、我々が想定したよりは多く

の企業さんから申し込みがあっております。

審査に関しましては、先ほどちょっと相談セ

ンターのところでも申し上げましたけど、それ

ぞれ専門のコーディネーターさん等を今リスト

アップをしているところでございまして、そう

いう専門の方々の意見等も聞きながら審査をし

たいと思っております。

この20億近くを超す基金がありま○丸山委員

すので、うまくこれを生かしていただいて、本

当に宮崎のフードビジネスというのが成長する

ように頑張っていただきたいというふうに思っ

ております。

。○渡辺副委員長 議論というか要望なんですが

今まで議論してる中でも、外部人材の登用が今

回のフードビジネスにおいては重要で、きょう

の資料の中でも食品加工支援アドバイザー６名

とか、みやざきブランドマーケティングアドバ

イザー２名の設置というのは、毎回ということ

ではなくてもいいと思うんですが、どういう方

が、どういうポジションについて、どういう役

割を果たすのかというのが、議論をしててもな

かなかイメージが湧かないということを言って

きたので、一定の段階で、それぞれのアドバイ

ザーと外部登用の人材が、お名前も含めて、ど

ういう経歴の方々がこういうポジションについ

たのかというのは、委員会の資料でも結構です

し、御提出を願えないかなと思うんですが。

。○井手フードビジネス推進課長 わかりました

まだ、実際に全部リストアップできている状態

ではないので、次回に向けて調整をして、でき

上がり次第、お示しをしたいと思います。

では、続きまして、その他で何○内村委員長

かありませんでしょうか。

先ほど、国体の関係の答○金子総合政策課長

弁をちょっと訂正をさせていただきたいと思い

ます。申しわけございません。私、インターハ

イの九州大会のことで南部と北部というふうな

ことで答弁させていただいたんですが、国体の

九州ブロック大会につきましては各県持ち回り

開催ということで、27年度が大分、そして28が

宮崎、そして29が長崎が実施予定ということに

なっているところでございます。インターハイ

につきましては、南部九州、北部九州というブ

ロック単位に開催されるように今なっていると

いうところでございます。済みません。訂正を

いたします。

よろしいでしょうか。○内村委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で総合政策部を終了○内村委員長

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがと

うございました。

暫時休憩いたします。

午前11時２分休憩
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午前11時５分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

報告事項の説明をお願いいたします。

総務部でございます。よろし○四本総務部長

くお願いいたします。

本日の報告事項でございますが お手元の 総、 「

務政策常任委員会資料」を１枚めくっていただ

きまして、目次をごらんいただきたいと思いま

すが、１つ目は、１ページから３ペーシにかけ

てで 「平成26年度当初予算編成方針について」、

でございます。

２つ目は、資料の４ページからということに

なりますが 「南海トラフ巨大地震に伴う被害想、

定及び減災計画について」でございます。

詳細につきましては、危機管理局長及び財政

課長に説明をさせますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

私からは以上でございます。

それでは 「総務政策常任委員○福田財政課長 、

会資料」の１ページをお願いいたします。

平成26年度の当初予算編成方針を作成しまし

たので、そのポイントを御説明いたします。

まず、１の基本方針についてであります。

平成26年度の当初予算編成の基本方針としま

して、３つの方針を掲げております。

１つ目は 「 １）財政改革の着実な実行」で、（

あります。

地方交付税を初めとする歳入の伸びが期待で

きない中、ふえ続ける社会保障関係費への対応

はもちろんのこと、県内経済の活性化や、県民

の安全を確保するために必要な防災対策などに

多額の財政需要が見込まれ、今後とも、本県の

財政は厳しい状況が続く見通しとなっておりま

す。

このため、平成23年度に作成しました第三期

財政改革推進計画に基づきまして、平成26年度

は、この計画の最終年度になりますけれども、

引き続き財政改革の取り組みを着実に実行する

ことが、最重要課題であると考えております。

、「（ ） 」２つ目は ２ 平成26年度重点施策の推進

であります。

厳しい財政状況のもとではありますが、本県

が抱える政策課題に対応していくための施策に

つきましては、積極的に対応することが必要で

あると考えております。

このため 「①将来の発展と地域を支える人財、

づくり 「②競争力と成長性のある産業づくり」」

「③安全・安心で魅力ある地域づくり」の３つ

の重点施策を設定することで、予算の重点化を

図ることとしております。

基本方針の３つ目は 「 ３）役割分担等を踏、（

まえた施策の構築」であります。

全ての事業につきまして、その必要性や役割

分担のあり方を十分に検証し、事業を構築して

いくということでありまして、ボランティアや

ＮＰＯ等を含む県民との積極的な連携・協働に

よって、事業を実施していくこととしておりま

す。

次に、２の歳入に関する事項についてであり

ます。

本県の歳入の３割以上を占める地方交付税に

つきまして、国の概算要求ベースで前年度から

約3,000億円のマイナスとなっている上に、さら

にそこから地方交付税の歳出特別枠1.5兆円程度

を廃止すべきとの議論も出てきているなど、来

年度の歳入見通しは、大変厳しい状況にありま

す。

このため、滞納の縮減など県税収入の積極的

な確保に努めるとともに、地方交付税や国庫支
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出金などにつきましては、国の動向等に留意し

ながら、その確保に向けて適切に対応すること

としております。

また、県債につきましては、臨時財政対策債

などの特例的な県債を除き、抑制を図ることと

しております。

そのほか、使用料・手数料の見直し、財産収

入の確保、新たな広告媒体の検討など、積極的

な自主財源の確保に努力することとしておりま

す。

次に、２ページをお願いいたします。

３の歳出に関する事項についてであります。

歳出に関しましては、全ての事務事業をゼロ

ベースから徹底して見直すこととしておりまし

、 、て 財政改革を着実に実行するという観点から

平成26年度におきましても要求限度額（シーリ

ング）の率を設定したところであります。

具体的には、表にお示ししているとおりであ

りまして、平成25年度と同じ率でありますが、

今後、国における予算編成の状況など、その動

向をしっかりと見きわめた上で適切に対応して

いくこととしております。

次に、特別枠の設置についてであります。

以上のように、財政改革の取り組みは着実に

推進していくこととしておりますが、知事から

の指示によりまして、平成26年度の重点施策を

積極的に推進する観点から、予算要求限度額と

は別に、県内経済の活性化や緊急的な防災対策

を進めるために必要な公共事業等を対象とした

特別枠を設けることについて検討することとし

ております。

具体的には、国の予算編成の状況などを見き

わめながら、今後の当初予算編成作業の中で検

討していくこととしております。

最後に、留意点につきまして主なものを申し

上げます。

まず、歳出面につきましては、人件費の抑制

や物件費の節約等により、歳出削減を図ってい

くことを基本としております。

また、職員が、これまで以上に明確なコスト

意識を持って経費節減に取り組むことはもちろ

、 「 」ん 新たな予算措置を伴わない ゼロ予算施策

につきましても積極的に推進してまいります。

さらに、次の３ページになりますが、予算編

成過程の透明化につきましても、引き続き取り

組んでいくこととしております。

以上、予算編成方針のポイントを御説明いた

しましたが、別冊資料として、予算編成方針の

本文をお配りしておりますので、また後ほどご

らんいただきますようお願いいたします。

私からの説明は以上であります。

それでは、資料の４ペー○大坪危機管理局長

ジをごらんください。

南海トラフ巨大地震に伴う被害想定及び減災

計画についてでございます。

まず１点目、被害想定についての趣旨でござ

いますが、南海トラフ巨大地震の発生に備える

ために、内閣府のほうでは、南海トラフで科学

的に考えられる最大クラスの地震予測、そして

津波高の予測、そして各種被害の想定を本年３

月に公表したところでございます。県では、そ

の内容をより詳細に検討しまして、県内の状況

を十分反映させながら、地震動、さらには津波

の想定を行いました。そして、それらに起因す

る各種被害想定を、今回まとめたところでござ

います。

（２）の主な被害想定としまして、具体的に

は右の表のとおりなんですが、その前提となり

ます地震、そして津波につきましては、２つの

ケースを想定することにいたしました。
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まず、想定ケース①といいますのは、内閣府

のほうが幾つかのパターンについて全国的に想

定をしてございますが、その中で本県に最も影

響の大きいケース、地震で申しますと、強震断

層モデルの陸側ケースと呼ばれているもの、そ

れから津波に関しましては、津波断層モデルの

ケース⑪というものについて、今回、詳細に検

討したところでございます。

さらに、その下、想定ケース②としまして、

県独自にも設定しました強震断層モデル、津波

断層モデル、そういったものに沿いまして、今

回想定をしたところでございますが、この県独

自に想定したと申しますのは、県の南部地域ま

で広く中心になって滑るところが延びた場合と

いう想定でございます。

そのようなケース①とケース②について、具

体的に被害想定、さらには減災効果についてま

とめたものが、右側の５ページの表でございま

す。

まず１点目、建物被害、これは全壊棟数です

が、内閣府が既に発表した想定では、本県で最

大８万3,000棟ということでしたが、今回の想定

では、ケース①の場合が８万9,000棟、ケース②

の場合が８万8,000棟ということになりまして、

内閣府の想定よりも、少し大きな想定になって

ございます。

それから、人的被害がその２つ下の段になり

ますが、死者数で申しますと、内閣府の想定が

最悪で４万2,000人ということでしたが、今回、

県の想定は、想定ケース①の場合が３万5,000、

②の場合が２万8,000ということでございます。

さらには、経済被害についてもまとめました

が、例えば資産等の被害で申しますと、内閣府

が４兆8,000億と想定していますのに対しまし

て、県の想定は５兆3,000、５兆2,000といった

想定でございます。

県の想定は、より厳しい条件で想定をしまし

たので、総じて内閣府の被害想定よりも大きく

なっていますが、この中で人的被害について若

干減っていますのは、現在、それぞれの市町村

で避難ビルの指定等を順次進めています。本年

の４月１日段階の避難ビルの指定、そういった

ものを踏まえた想定を改めてしました。したが

いまして、人的被害につきましては、内閣府の

想定よりも下回っているということでございま

す。

そして、さらに表の一番右ですが、減災対策

を講じた場合ということで記してございます。

最上段の建物被害で申しますと、例えば減災対

策ということで、下のほうに若干注意書きを記

してますが、建物の耐震化率を現状から90％に

高めた場合 そうしますと 全壊棟数が５万8,000、 、

棟や５万2,000棟ということで減っていきます。

さらに、人的被害に関しましては、その耐震

化率を高めるということと、さらにすぐに避難

する割合といいますのを、現況想定している20

％から70％に高める、そういったことで早期避

難者比率が高まったらどうなるかということを

想定しますと、8,600とか5,200ということにな

りまして、非常に大きな減災効果が出ていると

いうことでございます。

、 、それから ページをめくっていただきまして

６ページになりますが、そういった被害想定を

もとに減災計画を策定してまいります。

減災計画の必要性が１点目でございますが、

既に本県では、県の地域防災計画の行動計画と

しまして、平成19年の３月に策定をしてござい

ます。

ただし、今回の被害想定が、これまでの想定

を大きく上回るというものですので、今回のも
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のを踏まえまして、新たに減災計画を策定する

ということでございます。

（２）の基本的な考え方ですが、やはり「い

かにして住民の命を守るか」ということが最優

、 、先でございますので それをテーマにしまして

短期、中期、長期に実施するべきことを洗い出

して、できることから段階的に取り組む、さら

に今後の市町村の取り組みの目安にもしていた

だくということで考えているところでございま

す。

策定時期につきましては、現在、策定作業中

でございまして、来月11月末を目途に、何とか

そこをめどに作業を進めてまいりたいと考えて

おります。

そして、対象期間ですが、それぞれの市町村

の対策の状況等も進捗してまいりますので、原

則１年ごとに、その状況等を見直して、有効に

施策を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

その中身、骨子が、右側の（４）減災計画の

骨子というものでございます。大きく６つの柱

で検討してございます。

１点目が県民防災力の向上ということで、大

規模災害になればなるほど 「自助」と「共助」、

で救われる率というのは高くなってまいります

ので、住民の防災活動の実施とか啓発活動の実

施とか防災士の育成、そういったこと、さらに

はＢＣＰの作成ということ等によりまして、総

合的な防災力の向上を図ってまいりたいと考え

ております。

２点目は住宅・建築物の耐震化等でございま

す。

先ほども申しましたように、耐震化率を高め

れば、相当数の軽減効果がございますので、そ

ういったことをしっかり進めてまいりたいと考

えております。

さらに、３点目は外部空間における安全確保

対策の充実ということでありますが、いつ、ど

こで災害に遭うかわかりません。したがいまし

て、屋外での安全確保対策というものも、しっ

かり進めていきたいと考えております。

それから、４点目が津波対策の推進というこ

とで 今回の東日本大震災の巨大津波 そういっ、 、

たものを教訓としまして、津波対策でできるこ

とをしっかりと進めていきたいと思います。基

本的には、早く逃げるというソフト対策が中心

になりますが、今、県土整備部のほうで津波を

、防御する海岸等の保全施設の整備ということで

これは従来から、100年から200年ごとに発生し

ていますレベル１、マグニチュードで言うと８

程度の地震に相当する対策ということになりま

すが、そういったものも含めまして、避難場所

の確保等に努めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。

それから、５点目が被災者の救助・救命対策

ということでございます。

特に、大規模災害では多数の死傷者が出ます

ので、そういった方々の広域搬送体制の構築、

そういったものにも努めていきたいと考えてお

ります。

最後に６点目ですが、県、市町村の防災体制

の充実等ですけども、大きな災害になればなる

ほど、一県、一市町村だけで対処することは困

難でございます。いかに広域連携体制を確立す

るかということが重要でございますので、九州

各県等とも十分連携を図りながら、その対策を

。進めてまいりたいというふうに考えております

、 、 、それで 本日別冊としまして 別冊２ですが

今回 「地震・津波及び被害の想定について 、、 」

お手元に配付してございますので、若干、何ペ
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ージかめくりながら、ポイントだけ御説明をさ

せていただきます。

まず、表紙をめくっていただけますでしょう

か、目次がございます。

「はじめに」ということで、今回の作業の目

的を記しまして、１章から４章までございます

が、１章につきましては、本年の２月に既に公

表済みでございます。そして、２章につきまし

ても、本年９月に公表済みでございますので、

３章と４章を、ちょっとめくっていただきたい

と存じます。

まず、第３章で、12ページ、13ページをごら

んいただけますでしょうか。

12ページの左のほうに、第３章、被害想定と

しまして、基本的な考え方というのをそこに記

してございます。既に内閣府が発表しています

ので、それの考え方とか、算定手法は踏襲をし

ました。

しかしながら、さらに詳細に調査をするとい

うことで、県内で収集できる詳細なデータを反

映させました。そして、市町村単位での推計を

行ったということでございます。

そこに、なお書きで内閣府との違いを何点か

記していますが、被害想定の数値、市町村単位

で算定したこと、さらにはモデルとして、本県

独自に設定したモデルを追加したこと、さらに

は市町村からの固定資産のデータ等を収集・整

理しまして、建物につきましては構造、さらに

は年代区分、そういったものを正確に反映させ

たということ、それから市町村の最新の津波避

難ビルデータを反映させまして、住民の避難が

できるのかできないのかといったような点を細

かくメッシュで切って算定をしたということ、

それから資産等の算定につきましては、宮崎県

における単価を採用して、より実勢値に近いも

のにした、そんなふうなことを特徴的にやった

ところでございます。

さらに、右側13ページですが （３）の被害想、

定のシーンと条件ということで、これも内閣府

と同様に３つのシーンを想定しました。

①として、冬の深夜に発生した場合、②とし

て、夏の昼12時に発生した場合、③として、冬

の夕方18時に発生した場合ということで、特に

①の場合には、多くの住民の方々は寝静まって

いる状況ですので、避難するのが大変難しいと

いう状況にございます。それから、③の冬の夕

方18時ということは、食事の時間でございます

ので、出火件数が最も多くなるという傾向がご

ざいます。そういうことを踏まえまして、建物

被害や人的被害につきましては、この３つのシ

。ーンをそれぞれに算定した数字が出ております

さらに、経済被害やライフライン等につきま

しては、最も数字の大きくなる③の冬の夕方18

。時ということで算定をしたところでございます

もう１ページめくっていただきまして、14ペ

ージ、15ページが、その具体的な被害の想定と

、 、いうことになりますが 例えば右側の15ページ

人的被害をごらんいただけますでしょうか。冬

の深夜、夏の12時、冬の18時に、それぞれ発生

した場合の死者数、負傷者数、想定ケース①の

場合と②の場合、そのように整理してるところ

でございます。

それで、この内訳について、市町村ごとに整

理したものがございます。ちょっと飛びます

が、28ページからごらんいただけますでしょう

か。

、 、 、28ページ 29ページ 30ページということで

市町村ごとの数字を整理してございますが、ま

ず29ページのほうをごらんいただきますと、想

定ケース①で、冬の深夜に発生した場合という
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ことでありますが、これは表の一番右下にあり

ますように、死者数の合計は、県内で３万5,000

人ということになります。

この中で、例えば上から３つ目の延岡市

が8,400、６つ目の日向市が１万5,000、それか

ら下から７つ目になりますが門川町が3,600とい

うことで、この県北の沿岸２市１町で全体の７

割を超すというような、非常に大きな深刻な数

字になってございます。

それから、ページをめくっていただきまし

て、30ページになりますと、今度は想定ケース

②ということで、県の南部のほうまで強く揺れ

るというような状況設定ですが、そうしますと

今度は、上から４つ目ですが日南市で5,100とい

うことで、先ほどのケースですと日南市は2,100

なんですが、非常に大きな数字が出てきている

ということでございます。そのように、今回、

市町村ごとに数字をまとめたということでござ

います。

そして、もう一回、前に戻りますが、20ペー

、 。ジ 21ページをごらんいただけますでしょうか

ここが第４章の減災効果というところになりま

す。このページ、第４章が、今回の報告書の一

番のポイントでございます。

それで、20ページのほうが建物被害の減災効

、 、果ということですが これは建物が全壊をする

あるいは火災で焼失する、そういう棟数につい

て想定ケースごとに記してございますが、現状

では、左側の想定ケース①ですと８万9,000棟に

なるところが、耐震化率を90％まで高めれば５

万8,000棟まで軽減できるということ、さらには

揺れの被害に限定しますと、５万棟が１万9,000

棟、さらには５万8,000棟が２万2,000棟という

ことで、半分以下に軽減できるということでご

ざいます。

そして、右側ですが、人的被害の減災効果に

つきましても （１）の建物の耐震化を進める、、

さらには（２）の早期避難を実施する。この早

期避難に関しましては、その中ほどの表がござ

いますが （ア）といいますのが、現状の想定で、

ございます。すぐに避難する方が20％、避難は

するがすぐには避難しないというのが50％、避

難はしないという方が30％、これが現況だろう

ということで、そもそもの想定の前提にしてる

んですが、これをさらに早期避難者比率が高い

場合ということで （イ）のような状況にした場、

合、すぐに避難する方が70％、すぐではないけ

ども避難するという方が30％、避難をしないと

いう方はゼロ、そういうふうにしますと、下の

ほうの棒グラフにありますように、現況が真ん

中のブルーの３万5,000、２万8,000という数字

なんですが、それが8,600、さらには5,200まで

軽減できるということでございます。

その下、その他にありますように、今後「ハ

ード対策」や「家具等の転倒防止対策 、あるい」

は「出火防止対策 、さらに、ここには記してい」

ませんが、そのほかの避難場所を、今後市町村

のほうでも順次広げていくということでござい

ますので そういった 対策を進めることによっ、 、

て、さらなる被害軽減を図っていきたいと考え

ているところでございます。

最後に、107ページをめくっていただけますで

しょうか。ただいま申しました人的被害の減災

効果についての市町村ごとの数字ということに

なります。107ページです。

例えば、上から３つ目の延岡市ですと、死者

数が現状8,400ですが、それが下ですと880、そ

れから日向市については１万5,000が5,700、そ

れから下のほうですが門川町ですと3,600が170

ということになります。



- 24 -

平成25年10月31日(木)

それから、同様に109ページでは、想定ケース

、 、②ということですけども ４段目になりますが

日南市で申しますと5,100の死者が、下のほうで

は800になると、全体合計でも２万8,000が5,200

になるということですので、今後、このように

しっかりと減災対策を進めてまいりまして、被

害が少しでも減らせるように努力をしてまいり

たいと考えているところでございます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○内村委員長

質疑はありませんか。

まず、減災の前に財政のお話を少○十屋委員

。 、し 先ほど総合政策部の話でもあったんですが

財政課長からありましたように重点施策を３項

目上げて、知事の思いが強い「人財」づくりと

いうことで御説明をいただきました。人材づく

りについては、我々もやっぱり必要なことだと

いうふうに思いますので。

さきの特別枠の設置の話で、これからが協議

だという話を総合政策部はされたんですが、や

はり大事なところで、先ほど特別枠の設置のと

、ころの２ページでいろいろ書かれてるんですが

「人財」づくりについての項目が全く出てきて

ないというところで、知事の思いと財政的な措

置をぴしっとやらないと、重点施策としてはな

かなか位置づけが低くなってくるんじゃないか

なというふうに思うんですが。特別枠として、

やはりきちんと明記していくべきじゃないかと

、 。思うんですけど そのあたりはどうなんですか

重点施策でございます。御指○福田財政課長

摘のとおり、今回 「人財」づくりというのも新、

。たな観点で入れておるということでございます

特別枠のほうに「人財」づくりという表現は、

この２ページの特別枠の設置の欄には書いては

おりませんけれども、ただ 「平成26年度重点施、

策を推進する観点から、特別枠を設けることを

検討する」という表現にしてございますので、

当然その人材育成についても特別枠に盛り込む

ことが必要だというものがあれば 特別枠にのっ、

かってくることはあり得るのかなというふうに

思ってますし。ただ、特別枠の議論以前に、通

常の予算要求の中でも、重点施策については、

ほかの事業よりも優先的に要求できるという仕

組みにしておりますので、そういった中で「人

財」づくりについて、来年度、新たな事業が出

てくるというふうに考えております。

やっぱりよく言われるように、め○十屋委員

り張りというのをやるときはきちっとわかりや

すくやるべきだというふうに思ってますので、

そのあたりはいろんな当初予算の中にも盛り込

むということで 逆にぼけちゃってしまうんじゃ、

ないかなと。

だから、枠は枠として、これだけの枠を確保

しますと。その部分で当初予算の中にも入るか

もしれないけれども、そういうふうな明確なめ

り張りをつけて表現していただかないと ちょっ、

と重点施策としての、何といいますか、色とい

うのか、それが見えてこないんじゃないかなと

いうふうに思いますので、そのあたりを十分検

討してください。

今回、特別枠の設置を検討す○福田財政課長

るということで、その詳細な内容であるとか、

あるいは規模については、今後の状況を見なが

らということにさせていただいております。

といいますのが、このポイントの１ページ目

の下のほう、２番に歳入に関する事項というふ

、 、うに書いておりまして 税制改正など国の動向

それから地方交付税の見積もり、こういったこ

とを書いておりますけれども、その地方交付税

が、実は概算要求ベースで3,000億円減っている
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という状況が一つあるのと、さらにそれに加え

て1.5兆円の歳出特別枠、これについても財務省

。が廃止すべきだという議論をしてきております

これが本当に廃止になれば、本県にとって相当

な減収になりますので、来年度の予算が組める

か組めないかというぐらいの影響も出てくるか

なというような懸念もありますので、今の段階

では特別枠を幾ら設けるということはちょっと

言いがたい状況ではありますが、また国の予算

編成の状況を見ながら、特別枠についてもでき

るだけ確保できるような形で努力してまいりた

いと考えております。

はい、わかりました。○十屋委員

次に、減災のほう、防災のほうで。今例示い

ただいたように、逃げることが一番というのは

わかるんですが、そしてまた、より詳しく出し

ていただいたので、これをやっぱり広く早目に

県民の方にお知らせをして、最初にありました

ように、まずは防災力の意識を高めるというと

ころの一つの材料として提示していただければ

と思います。

その中であっても、先ほどあったように、想

定ケース②の場合に日向市が１万5,000と、先ほ

ど言ったように延岡、門川、合わせて、被害者

の中の77％が亡くなると、減災をしても8,600人

の８割は、この３つで亡くなると。

だから、もう御存じのように、逃げる場所が

ないという場所なんですよね。ここの３市町村

で、津波が到達するまでに17分かかってくると

いう中でも、いろんなことをやっていくと、せ

いぜい10分、そこでどこまで逃げれるかと。そ

うしたときに、どう見ても逃げる場所がない。

それを やはり県と市町村できちんと計画を持っ、

て早急にやっていただかなければ、これだけの

被害は、減災するということが前提にあるけれ

ども、その８割がここで起きてしまうというの

は ちょっと甚大な被害過ぎるというふうに思っ、

てますので、そのあたりの考え方を少し聞かせ

てください。

今回の調査に際しまして○大坪危機管理局長

は、10メートルメッシュごとに人口、さらには

年齢、そういったものを算定しまして、津波が

到達するまでに逃げられるのか逃げられないの

か、そういったことで死者数とか負傷者数をは

じいてまいりました。

したがいまして、逃げられる範囲に、その場

所をいかに確保するかということが、今後重要

な課題かなというふうに思います。今回の調査

に際しまして、そういった元データがございま

、 、すので これを市町村のほうと共有をしながら

具体的な対策について相談を進めていきたいと

思っております。

さらには、津波避難タワー等のハード整備に

つきましては、現在、南海トラフの特例措置法

が国会で審議中でございます。そういった動向

を十分踏まえながら、しっかりと対応をしてい

きたいと考えております。

それと基本的な考え方で、特例措○十屋委員

置法に、先ほどおっしゃったように国に要望し

なければ、どうしても市町村、県だけでは、単

独でできないと、私もそれは理解します。

しかしながら、これまでの議会の答弁の中で

あったように、避難タワーの設置については第

一義的に市町村と、これも法律上の中で、これ

はしようがないんだけども、県の姿勢として、

そのあたりが本当に一義的にそうなんだという

ことで割り切ってしまうのか。いや、そうじゃ

ないんだと やっぱり県民の命は県としてもしっ、

。かり守るんだという姿勢をどのように考えるか

そこの出発点によって取り組む姿勢なり、ハー
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。ド整備の考え方も違ってくると思うんですよね

そのあたりはどんなですか。

やっぱり県民の生命を守○大坪危機管理局長

るということは、全てに優先されるべき課題だ

というふうに思います。実は先週も、県内の沿

岸部の市町村の防災担当者と津波対策協議会の

幹事会をしました。今回は日南市でやったんで

すが、そこに集まっていただいて、それぞれの

状況について報告し合うとともに、日南市での

そういう避難場所の実態というのも 一緒にずっ、

と回って勉強しました。

したがいまして、いろんな手法がありそうで

すので、そういったことをそれぞれ地域地域に

合ったものを選択していって、より効率的に、

そういった避難場所の確保ということは進めて

まいりたいと考えております。

最後に。ですから、先ほど言った○十屋委員

ように、スタンスとしては県と市と一緒になっ

て、県民の生命を守るんだということのスタン

スをはっきりと示していただければ、やっぱり

県民の方も安心するでしょうし、市町村も単独

でできることとできないことがありますので、

市町村、県も連携して国に要望もしていただか

なければならないし そういう中での連携をもっ、

と深めるためには県のスタンスというのが、市

町村にどういうふうな形でお伝えするかという

のがやはり大事になってくると思うんです。そ

のあたり、部長どうですか、そういうスタンス

としてはどういうふうにお考えですか。

大変大きな問題でございまし○四本総務部長

て、先ほど財政課長が申し上げたように大変厳

しい状況にある一方で、大変これは財政負担と

いう意味でも、正直なところ大きなものになる

可能性がある。

したがって、きめ細かなところを見て、例え

ば一律に津波タワーを建てるとかということで

はなくて、もっと工夫して、特に本県の場合は

地震が発生してから津波が到達するまでの時間

が若干、ほかの県に比べると長いということも

ありますので、その辺もいろいろ考えた上で、

これは総務部長という判断よりは、ちょっと超

えるかもしれませんけれども、その辺はまた十

分に議論をしていきたいと思います。

済みません、最後と言ったんです○十屋委員

けど。今おっしゃった財政的なことを考えると

そういう答えになるんだけども。私がお話を聞

、 、きたかったのは 意思がどうなのかというのが

そういう自分たちのことを思ってるんだよと。

しかし、財政的には厳しいんだけれども、その

中でいろいろな工夫をしていきたいと。その姿

勢が県から市町村に伝わるか、県民に伝わるか

によって、やっぱり安心の度合いが違うと思う

んですね。それは、言われることは十分わかり

ます。

だけど、その姿勢を、どう県民の方に示すか

と。それは総務部長でも十分、僕は大丈夫だろ

うというふうに思うんですけども、そのあたり

で、そういうちゃんとした意思を持ってやって

いただきたいなというふうに、これは要望にと

どめておきます。

、○井本委員 関係してるかどうか知らんけれど

この前、人と話しとって、津波が来た後、とに

かく１日ぐらいもてばいいんじゃないかという

ので、浮かぶシェルターみたいなやつを考えた

らどうだろうかというわけですよ。

だから、地震が来たというたら、ぱかっと開

いて、そしてぽかんと浮いて、１日、２日を海

に浮かんでおれば、後から捜しに来てくれると

いう、そういうものをつくって、そして販売し

たら、それに対して行政のほうがちょっと助成
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するとか、そうしたほうがまだ現実的じゃない

か。人の命は一番ですと、それは当たり前のこ

とです。しかし、それに対して金を無制限につ

ぎ込むかと、それは政治家の言うことじゃなく

て、やっぱりできんことはできんわけやけど…

…。だけど、いわゆるシェルターみたいな、水

、 、が絶対入らないと そういうものを１日か２日

ぽかんと浮いとくようなものでもいいんじゃな

いかというて なかなかそれはおもしろいんじゃ、

ないかと言うたんです。今すぐちゅうわけには

いかんでしょうけど、そんなのも考えてみたら

どうかなと思うんですがね。

両委員から御指摘いた○橋本危機管理統括監

だきましたけども、県として、もうこれは避難

は市町村任せということではないというふうに

思ってまして、これはまさに日向市長さんから

御提案いただいて、沿岸の市町と一緒に協議会

をつくらさせていただきました。

その中で、私の認識では、宮崎県は、この津

波対策については後進県だという認識を持って

おります。それは、国が東海・東南海・南海の

３連動ばっかり言っていて、今回、日向灘まで

来て４連動になって、急に大きな想定となって

おりますので、やむを得ないと思います。静岡

県さんとかですと、もう何十年も国として投資

をして対策をとってきていると。

したがいまして、我々は、今このブロック協

議会で先進県視察というのもさせていただいて

おります。その中で、今、井本委員がおっしゃ

るように高知県のほうでは、まさにそういう船

も１カ所、試しに研究開発してやったという事

例も記事では拝見しております。

ただ、課題は、相当ショックを防ぐような形

にしないと、中に入っても相当揺れるので、そ

こで事故に遭っても困るというのはあるようで

ございますけれども、各県厳しい状況のところ

で、それぞれ先進的にやっているのを一生懸命

学んでまいりたいと思います。

それと、予算に関しては、やはり制約ある中

ですけれども、その中で、それこそ重点枠で総

務部長にお認めいただきまして、去年、議会に

も承認いただきまして、基金をつくらさせてい

ただいております。これで当面のソフト対策は

やっていくと。

その中で、先ほどの減災のところでも書かせ

ていただいたんですが、短期、中期、長期に分

けて考えるとき、例えばそれこそ日向市さんで

すとか延岡市さんになりますと、都市計画のあ

り方まで見直さないと、なかなか対処が難しい

という面もありますので、とにかく市町村と一

緒に考えて、できるところから一歩ずつという

姿勢で臨んでまいりたいと思います。

わかりました。○井本委員

その市町村との連携ですよね。例○鳥飼委員

えば、津波避難タワーですか、高知県なんかは

えらい進んでて、大分つくっておられるという

ことですけども、それは市町村の財政力が出て

くるのかなという気はするんですが、しかし、

それでは困るということなんです。やはり単独

の避難タワーよりか、行政も含め、一定のそう

いうものを持ったところにそれを追加するとい

うようなことが一番現実的ではないのかなとい

うふうな気がするわけですけども。

それで今言われて、協議会をつくられたとい

うことですが、まだ今、緒についたようなとこ

ろだと思うんですけども、今後どういうところ

にどういうものをつくっていく必要があるのか

ということですね。

新聞とかで見るんですけども、何か防潮堤を

宮崎市でつくるとか書いてありまして。私はイ
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オンのあるところに住んでおりまして、３メー

トルですから、確実にというような地域に住ん

でる。近くに県の教育研修センターとか、それ

から警察の免許センターとかありまして、です

から先ほど言ったように、例えば研修センター

を移せば別なんですけども、やはり津波避難タ

ワーとか、それに類するものが要るとすれば、

そこで建てかえをして、その機能を一定程度持

たせるとか。警察と免許センターは、その機能

が余りないような話もちょっと聞いたりしたん

ですが、それは連携をとっていくということが

大事ではないかなと思ってるんですけども。将

来的な計画とか、その市町村との協議の中で、

将来的にこういうような形で、こうつくってい

こうということになるだろうと思うんですが、

どんな感じで進めるということになりますか。

これはどちらが答えていただいても結構です。

今は、そういうことで市○大坪危機管理局長

町村と連絡協議会をつくりまして、１回目は本

年の６月に延岡市で実施をしまして、先般日南

市でやったんですが、要はあちこち一緒に見て

回って、まずいいとこどりをしていこうじゃな

いか、それぞれの市町で一生懸命やっていらっ

しゃいますので、そういったことをお互いに勉

強してやっていこう。あるいは、全国の先進事

例がたくさんございますので、そういうものも

見ていって、じゃ我が市、我が町でどういった

ものを準備すればいいのかといったことを考え

ていこう、そういう段階でございます。

そんな中で、この南海トラフ巨大地震に関し

ましては、正しく恐れるということが大事だと

いうことが内閣府の大きなメッセージになって

います。

そういう中で直近の南海地震は、1946年に発

生してるんですね。現在、67年経過したという

段階でございます。過去の発生年数、間隔は、

大体100年から150年ということですので、常識

的に考えますと、あと二、三十年はＬ１レベル

でも、その猶予期間があるんだろうというふう

に思いますので、その間にいかに、まちづくり

も含めて安全な避難対策というのを構築してい

くかということが重要かなというふうに思って

おります。

その際の市町村との役割分担です○鳥飼委員

ね。先ほど十屋委員が言われたのはそのことだ

ろうと思います。

ですから、例えば避難タワーをつくるにして

、 、も 財政力が宮崎市はそれなりにありますけど

児湯郡のそれぞれの町はそんなにないと思うん

ですよね。そこで、どうやって広域自治体とし

て県がカバーをしていくのかというのも出てき

ますので、そこはしっかり連携をとっていただ

きたいと思います。

それと、６ページに減災計画の策定というこ

とで 「県地域防災計画の行動計画として、平成、

19年３月に「宮崎県地震減災計画」を策定し」

ということですが、今後の地域防災計画の改定

なり、それからこの減災計画、減災計画の行動

計画ということですから、防災計画の中の一部

門ということですけども、そこら辺について

ちょっと説明してもらえますか。

この減災計画につきまし○大坪危機管理局長

ては、先ほども申しましたように、11月末を目

途に策定をしていきまして、12月のこの常任委

員会では何とか御報告できるように努力をした

いと考えております。

さらに、その減災計画を、その要素を盛り込

みまして、県の地域防災計画の改定作業、これ

は今年度中にしたいと思います。県のほうの計

画が改定になりますと、それを受けて市町村の
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ほうでも、それぞれの地域防災計画の改定作業

等をされるということになってまいります。

わかりました。かなり作業がたく○鳥飼委員

さんあって御苦労ですけども、よろしくお願い

したい。

もう一点の予算編成のほうで考え方をお聞き

しておきたいと思います。

今、財政課長から説明がございまして、時間

の関係もありますので、その中で１点だけお聞

きをしたいのは、３ページの３行目にあります

「予算要求状況等の適時適切な公表など、引き

続き、予算編成過程の透明化に努める」という

ことがあるんですけど、現状と今度の３月のや

つと、今年度の分と新年度で、これに向けて考

えていることがあればお聞かせください。

予算編成過程の透明化という○福田財政課長

ことで、これまでに事務事業の見直しの結果で

あるとか、あるいは款別、性質別、部局別の予

算要求状況、それから主な事業の予算査定状況

等について、ホームページで公表をしておると

いうところでございます。平成25年度の予算編

成からは、財政課長、総務部長、知事の各段階

での主な事業の査定状況につきましても、新た

に公表の対象としたところでございます。

今後、どのような透明化のやり方をやってい

くかということでございますけれども、今後こ

の作業、なかなか負担も職員に対してかかりま

すので、ここら辺も踏まえながら、全体として

どのような予算編成過程の透明化のあり方があ

るのかということについて、また今後考えてい

きたいと考えております。

今年度の予算編成の中ではフード○鳥飼委員

ビジネス、それが知事査定でぐんと上がったと

いうことで、知事の考え方なりというのが、そ

こで県民の中に明らかになったのではないかな

と。今まででしたら、ブラックボックスじゃな

いですけども、全部決まった後に、はいという

、 、 、ことですから 県の意識 形成過程というのが

県民の中には明らかにされてこなかったわけで

す。

しかし、より予算編成過程の公開をしていく

ということは、県民の皆さん方が宮崎県のこと

について関心を持っていく一助になっていく、

非常に大事なことだというふうに思ってますの

で、今年度といいますか、新年度に向けてのや

つについては、今検討しておられるということ

ですけども。私は、各部から総務部長に要請を

するといいますか査定に出すわけですけども、

各部の要求を取りまとめて、各部としてはこう

いう意思がありますよとか、それぞれ議員の一

般質問、代表質問で、いろんなことについて課

題を執行部に、知事に投げかけているわけです

から、では、各部はどうやってそれを受けとめ

たのかということを、やはり明らかにしていた

だきたいなというような気がしまして。なかな

か困難は、財政課長はあるだろうと思うんです

けども、ぜひそういうのをしていただくとあり

。 、がたいなと思いますので 答弁要りませんから

お願いします。

ほかにありませんか。○内村委員長

これは国の考え方なんですけど、○坂口委員

財政課長に。さっき言われたような交付税

が3,000億ぐらい減らされるんじゃないかという

ことと、もっと大きいのが別枠加算ですよね。

これをなくそうということだけど。やっぱりこ

こは全国知事会あたりで、本来の地方財政の編

成のあり方、最初に必要な財政需要額をしっか

り定めた上で、法律にのっとって、足りない分

は交付税で措置するんですよと、法定率を上げ

ることができなければ、その工夫として出てき
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たのが別枠加算だったわけですよね。だから、

あくまでも国の責任で、地方の財政計画を組む

とき、あるいは地方の基準財政需要額を組むと

き、これが最初になるというのが本来のあるべ

き姿と思うんですよね。

まずは予算編成のあり方を、やっぱり法律に

のっとって、本来のあるべき姿で、まず必要と

する額を決めて、その後にそれぞれの責任にお

いて、国、地方の責任において所要額を確保す

るという本来の予算の編成のあり方に戻す努力

を知事会でやっていかないと、今後こういうこ

とがずっと起こっていくと思うんですね。国の

財政健全化の中に地方財政というものを組み込

、 、んでいって それでずっと減らされてくるって

これはやり方としてはちょっと正常なあり方

じゃないような気がするんです。

これはぜひとも、僕らも各会派なり、あるい

は議会なりでこういったことを、今後力を入れ

て取り組んでいかなければいけない、国との折

衝なんかもやっていかなきゃいけないと思うん

ですけど。ぜひこれは全国の財政課長とか、あ

るいは部長とかの会議、そういったところで、

特に知事会あたりで、しっかりこれは共通のテ

、 、ーマとして 特に財政力の弱いところあたりは

、これに取り組んでいただきたいなということを

これは要望でもいいですし、決意を聞かせてい

ただいてもいいんですけど。

御指摘のとおり、別枠加算、○福田財政課長

これは大体１兆円程度ございますけれども。こ

れというのは、そもそも交付税の財源が、法定

率が足らないばかりに措置されているという臨

時的な措置であるというふうに認識しておりま

して。法定率の引き上げによって、抜本的に交

付税の財源対策を講じていくべきであるという

主張は、本県もしておりますし、全国知事会と

しても、これまでもしてきたところでございま

す。

今、国のほうで若干議論が動いてきておりま

して、きょうの新聞記事などにもありましたけ

れども、例えば地方法人二税、具体的には法人

事業税、それから法人住民税、こういったとこ

ろを相当、全国のばらつきが大きいと。東京都

と本県だと、１人当たり４倍以上の開きが出て

きているというのがありますので、ここら辺を

見直せないかということで、この地方法人二税

を一旦国税にしまして、それを交付税の財源に

組み込むことで法定率を引き上げると、それに

よって交付税の財源を安定的に確保していくと

いうことも、今議論が始まっておりますので、

今後法定率の引き上げにつきまして粘り強く要

求していくとともに、来年度の特別枠の確保に

ついても要望をさらに強めていきたいと考えて

おります。

ぜひ、そういったタイミングを逃○坂口委員

さずに、それも当然スキルを合わせて、これは

個人的な考え方なんですが、せんだって本会議

で何度か取り上げた消費税の増税分、これが本

来の税を創設した目的にかなうように、対象人

口をしっかりするように。ちょっと報道で出て

ましたけど、この増税によって、東京都あたり

がすごく今度は税収がふえていくと。また、ど

こか島根県だったですか、一方では東京あたり

が4,000億だかふえるのに、一方は90億ぐらいだ

とか。むしろ需要額としては島根のほうがどん

どん、今後必要額が上がってくると思うんです

ね。それは本来の税の徴収と配分のあり方、そ

れと国が財政的に責任をどう持つべきかという

のを本来のところに、この機会に戻しておかな

いと、今後ますます大変なことになっていくん

じゃないかなという気がするものですから、ぜ
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ひこれに全力を挙げて取り組んで、お互いが連

携して取り組んでいただきたいということをお

願いしておきます。

では、その他で何かありません○内村委員長

か。ないですか、いいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○内村委員長

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがと

うございました。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午前11時59分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって本日の○内村委員長

委員会を終了いたします。

正午閉会





署 名

総務政策常任委員会委員長 内 村 仁 子




